
【第２部】
時短計画の必須18項⽬と評価センター受審の流れについて
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本資料の⽬的

■第１部のご説明のとおり、当初はA水準で申請を予定していた場合
でも、結果としてB水準にならざるを得ない可能性が想定されます。

■B水準を含め、特例水準の指定を受けるには、時短計画を作成し、
評価センターの受審の上、都道府県へ申請する必要があります。

■本資料では、令和４年10月から評価センターによる時短計画の評
価受付が開始されていることを踏まえ、計画作成のポイントを解説
します。
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⽬次

1. 令和６年４月（勤務医の時間外労働上限規制の適⽤）までのス
ケジュール

2. 医療機関における今後の対応（時短計画の作成）
（１）クリアが必須な１８項目について
（２）評価センターの受審の流れ

ア 留意事項
イ 受審手順

◆周知事項
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１ 令和６年４⽉(勤務医の時間外労働上限規制の適用)
までのスケジュール
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特例⽔準の枠組み
○令和６年度より、勤務医に対して、時間外・休⽇労働時間の上限規制が適⽤される。

【原則】⼀般の労働者と同程度である960時間が上限（Ａ⽔準）

【例外】地域医療にとって不可⽋な機能を有する医療機関は特例水準指定申請を
⾏うことで、上限規制が緩和される。

5

原則

例外（特例水準）
暫定的な措置
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特例⽔準指定に向けたステップと期限

令和５年４⽉末

評価センター
(受託者︓

日本医師会)
受審開始

期限

令和４年10⽉〜
令和５年3⽉

宿日直許可取得※
↓

時短計画作成

令和５年８⽉末

県へ
特例⽔準申請

期限

令和６年４⽉〜

時間外労働
上限規制開始

※宿⽇直許可を取る場合は、時短
計画作成への影響を考慮し、
令和４年12⽉末までに
申請をお願いします。

○評価センターの審査に４か月以上かかるおそれがあることや、
医療審議会における指定承認に係る手続き等を踏まえ、
指定に向けたスケジュールを整理しました。



法
施
行

評価結果通知（提出から最短４か月）

R5
10月

指定申請受付・内容審査等 関係会議で
整合性確認

指定
公示

宿日直許可取得支援を集中的に

時短計画作成支援を集中的に
評価センターからの評価に基づく支援

意見
聴取

令和６年４⽉までのスケジュール（神奈川県）

宿日直許可申請 R4.12月末まで

時短計画案の作成 R5.3月末まで

評価Cへ計画提出 R5.4月末まで

指定申請 R5.8月末まで

3
6
協
定
の
締
結

アンケート解析・状況把握等

８月末



２ 医療機関における今後の対応(時短計画の作成)
（１）クリアが必須な１８項⽬について
（２）評価センターの受審の流れ

ア 留意事項
イ 受審手順
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評価センターの概要

URL:https://www.sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center

10⽉31日〜受付開始

評価料⾦︓33万円(税込)

評価のポイントや確認資料
例などを解説した
『解説集』も掲載

︕注意︕
評価まで順調で4か月。
それ以上かかる可能性
もあります。
遅くとも令和５年４月
末までに受審開始をお
願いします。

https://www.sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center


○評価センターで受審対象となるのは、令和６年度以降の時短計画です。

○時短計画には88の評価項目が設定されており、そのうち必須項⽬の要件を満たしている
ことが確認できる資料が提出できない場合は、評価センターへ受審申請ができません。
（必須項目数︓新規提出時…18項目、それ以降・・・28項目）

○まずは、18の必須項⽬のクリアを最優先で⾏ってください。
評価項⽬解説集をよく読んでいただき、保留になりうる事項があれば解消してください。

○また、申請の際には30日以内に、項⽬にかかる確認書類を提出する必要があります。解
説集に記載の確認書類を30日以内に揃えられる⾒込みを⽴ててから申請してください。

評価センター受審に向けた、時短計画準備について
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各項目の内容や、どのような場合・どのような資料が提出できれば良い評価
となるのかについては、評価センターが作成している「医療機関の医師の労働
時間短縮の取組の評価に関するガイドライン（評価項⽬と評価基準）解説集」
をご確認ください。



「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関する
ガイドライン（評価項⽬と評価基準）解説集」の構成
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評価のポイント

評価保留に
なりうる事項

確認資料例

解説集に記載の確認資料
を、評価センター提出時
に揃えることとなります。

時短計画本体の準備と合
わせてお早目にご準備く
ださい。

項⽬の内容



追加的健康確保措置の体制を整備するために、
勤務間インターバルと代償休息に関するルールをいずれも定めている４

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
追加的健康確保措置を目的と
して勤務間インターバルと代
償休息に関するルールをいず
れも明文化して定めており、
医療機関内で周知方法（イン
トラネット等）の資料が確認
できれば○

C-1水準指定を受けようとする
場合は研修医についてのルー
ルも明文化及び周知をしてい
ること

いずれも医療法等の追加的健
康確保措置のルールに基づい
ていること

追加的健康確保措置を目的と
して勤務間インターバルと代
償休息に関するルールが記載
された資料がない

上記を医療機関内で周知（イ
ントラネット等）しているこ
とが確認できる資料がない

就業規則その他勤務間イン
ターバルと代償休息に関する
ルールが記載された資料

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目

※解説集の資料編(2)①
に規定例がありますの
で、ご参照ください。



就業規則、賃金規程を作成し、定期的に見直しを行い、
変更を行った際には周知されている６

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
就業規則の作成届出について
の労基法違反がなければ○

・労基法89条の作成・届出義
務→就業規則本則、賃金規定
を含む制定済み規定の最新版
全てが届出されていること。
・労基法90条の作成・変更手
続き→代表選出意見の聴取の
手続きが適正であること。

法改正に伴う法令や労働条件
に沿ったもので作成・制定さ
れており、周知している資料
が確認できれば○

法改正に即した就業規則、賃
金規定が確認資料として提出
されない場合は評価保留とす
る。

就業規則、賃金規定の変更届
の控えまたは写しその他それ
らの変更履歴がわかる資料
（直近のもの）

現在周知している就業規則、
賃金規定とそれらの掲示場所
や掲載場所の確認（※）

※書面審査の場合は、上記各
規程の配布記録、掲示場所の
写真、掲載場所（院内イント
ラネット等）の画面の写し

必須項目



就業規則、賃金規程をいつでも医師が確認することができる７
評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
現在有効な就業規則、賃金規
定他、各規程類が適切な方法
で周知されていて、いつでも
その最新版の資料について勤
務医が確認できる状態になっ
ていれば○

就業規則等の閲覧方法を示し
た文書や院内ポータルサイト
の画面の写し等、示されてい
ない場合は評価保留とする。

現在周知している就業規則、
賃金規定とそれらの掲示場所
や掲載場所の確認（※）

※書面審査の場合は、上記各
規程の配布記録、掲示場所の
写真、掲載場所（院内イント
ラネット等）の画面の写し

必須項目



常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と締結し、
雇用契約書又は労働条件通知書を書面で交付している９

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
直近に入職した常勤医師、非
常勤医師の労働条件通知書
（又は雇用契約書）をそれぞ
れ確認し、法定事項(＊)が記載
されていれば○

記載事項の不備については法
定事項が認められなければ評
価保留とする。

辞令をもって対応する場合で
も法定事項が記載されていな
ければ評価保留とする。

雇用契約書又は労働条件通知
書（最近のサンプル３例）

※雇用契約書と労働条件通知
書が一体となっている場合は、
その一体となったものでサン
プル３例。

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目

＊労基法第15条第1項、労基
法施行規則第5条に、労働条
件の明示について規定され
ています。

※書面交付については、
メール等を用いた電子交付
でも差し支えありません。



常勤・非常勤医師に対し、入職時に、
就業規則、賃金規程や労働時間の管理方法に関して、医師本人へ周知している10

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
直近に入職した常勤医師、及
び非常勤医師について、入職
時に当該事項を周知した資料
が確認できれば○

自己評価で周知しているとコ
メントされていても確認資料
等の提出がなければ評価保留
とする。

オリエンテーションの議事次
第や配布資料（直近のもの）

必須項目



宿日直許可の有無による労働時間の取扱い
（「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」）

を区別して管理している
11
評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
宿日直許可を取得している場合
は、宿日直許可書が確認でき、
宿日直許可による勤務とそれ以
外の勤務が明確に区別されてい
る資料が確認できれば○

宿日直許可を取得していない場
合又は取得が確認できない場合
は、宿直・日直の時間をすべて
労働時間として扱っている資料
が確認できれば○

評価にあたってはBC水準適用医
師、対象診療科の記録でも可
宿日直を行っている医師３名の
直近３か月分の勤務記録を確認
すること

〔宿日直許可を取得していない
場合又は取得が確認できない場
合〕宿直・日直の時間を通常の
労働時間から除外している場合
は評価保留とする。

医師に係る勤怠管理表、勤怠管
理システムの記録（宿日直の記
録が含まれているもので直近月
のサンプル３例）

宿日直許可書

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目



36協定では実態に即した時間外・休日労働時間数を締結し、届け出ている12

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
BC水準適用医師の前年度の時
間外・休日労働時間の実態を
踏まえ、上限時間を設定し、
協定を締結したことが判断で
きる資料が確認できれば○

なお、前年度の時間外労働の
実態よりも少ない時間で上限
時間を定めている場合は、労
使間の協議のプロセスの確認
は必ずしも必要ない。

現在有効な36協定書の作成・
届出がされていない
※手元にある副本に押印が確
認できなければ評価保留

受付印のある36協定届（最新
のもの）
当該36協定締結の際の労使間
協議の記録
前年度の時間外・休日労働の
実績を示す資料（当該36協定
締結前１年分のタイムカード、
ICカード、パソコンの使用時
間の記録、勤怠管理表、勤怠
管理システムの記録、賃金台
帳、当該36協定締結前の医師
労働時間短縮計画等）

必須項目



36協定の締結当事者となる過半数代表者が適切な選出プロセスを経て選出されている14

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
協定書記載の労働者代表プロ
セスが、過半数労働者の代表
として適切と認められること
が資料から確認できれば○

具体的には
・管理監督者ではないこと
・36協定を締結するための過
半数代表者を選出することを
明らかにしたうえで、投票、
挙手などにより選出すること。

適切なプロセスでの選出が確
認できなければ評価保留とす
る

36協定（最新のもの）
当該36協定に係る選出の方法
や結果等の記録（メールの写
し可）

必須項目

※関連法規：労基法施行規
則第6条の２



医師を含む関係者が参加する合議体で議論を行い、医師労働時間短縮計画を作成している16

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
計画が医師を含む関係者の合
議体で議論し、計画を作成し
ていることが、議事録等（参
加者の記載を含む）客観的な
資料及び合議体の名称と構成
メンバーが記載されている資
料から確認できれば○

更新時の評価では、計画の評
価や見直しが議論されてそれ
が計画に反映されていること
が、議事録等（参加者の記載
を含む）の客観的な資料及び
合議体の名称と構成メンバー
が記載されている資料から確
認できれば○

医師を含む合議体で議論し、
計画を作成していない場合は
評価保留とする

医師労働時間短縮計画

合議体での議論内容がわかる
資料（当該医師労働時間短縮
計画作成時のもの）

合議体の名称と構成メンバー
が記載されている資料

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目



評価を受ける医療機関における労働（滞在）時間を把握する仕組みがある20

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
医師の出退勤時間を把握する
資料が確認できれば○

タイムカード等客観的な記録
が望ましいが、自己申告によ
る記録でも○
但し、実態との乖離がないこ
とが重要である。

医師の出退勤時間の記録が確
認できなければ評価保留

医師に係るタイムカード、IC
カード、パソコンの使用時間
の記録、勤怠管理表、勤怠管
理システムの記録（直近月の
サンプル３例）

勤怠管理の方法を示す資料
（マニュアル等）

必須項目



副業・兼業先の労働時間の実績を、
少なくとも月に１回は、申告等に基づき把握する仕組みがある22

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
少なくとも月１回、副業・兼
業申告書等の労働時間を把握
する資料が確認できれば○

副業・兼業を行う医師がいな
い場合は、そのことを資料で
確認できれば○

・就業規則で定めている副
業・兼業の時間帯の把握状況
を評価の対象とすること
・評価にあたってはBC水準適
用医師、対象診療科の記録で
も可。新規の場合は、BC水準
となる予定の医師。

月ごとの副業・兼業申告書等
の労働時間を把握する資料が
ない場合は評価保留。

新規の評価でも副業・兼業先
の労働時間の記録が確認でき
なければ評価保留。

就業規則（副業・兼業規定を
含む）

勤怠管理の方法を示す資料
（マニュアル等）

勤怠管理表、勤怠管理システ
ムの記録（副業・兼業先の労
働時間の実績を含むもので直
近月のサンプル３例）

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目



勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる
医師及び時間数を少なくとも月１回は把握する仕組みがある25

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
少なくとも月１回、代償休息
の付与の対象となる医師及び
労働時間を抽出したものを管
理者が把握するルールやマ
ニュアル等及びその記録の資
料が確認できれば○
・BC水準適用医師、対象診療
科の記録でも可
・新規の評価は該当する仕組
みが分かる資料が確認できれ
ば○
・更新時の評価では該当する
記録まで確認できなければ×

左の資料がない場合は評価保
留

医師に係る勤怠管理表、勤怠
管理システムの記録（代償休
息の付与の対象となる医師に
係るもので代償休息の時間数
が記載されているサンプル３
例）

勤怠管理の方法を示す資料
（マニュアル等）

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目



労働安全衛生法に基づき産業医が選任されている30

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
従業員50人以上の事業場は、
産業医選任報告の写しが確認
できれば○
尚、選任報告の写しがない場
合でも、選任されている資料
が確認できれば○

従業員50人未満で選任義務が
ない事業場は、50人未満の事
業場と分かる資料が確認でき
れば○

左の資料がない場合は評価保
留

産業医の選任報告の写し（直
近のもの）
衛生委員会に産業医が出席し
たことがわかる資料（議事
録）（直近のもの）
（事業場の労働者が50人未満
の場合）50人未満であること
がわかる資料
労働保険の年度更新の申告書

必須項目



医師に対する面接指導の実施体制が整備されている31

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
面接指導実施医師リスト及び
面接指導実施のルールの資料
が確認できれば○

自院内に面接指導実施医師が
いない場合は、他院の面接指
導実施医師により実施する体
制となっていることを確認す
ること。

左の資料がない場合は評価保
留

面接指導の実施方法等を示す
資料（マニュアル、内部規
定）

面接指導医リスト（最新のも
の）

必須項目 模擬審査で達成できなかった上位20項目

※解説集の資料編(2)②
に、面接指導の規定例
がありますので、ご参
照ください。



月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を
月単位で把握する仕組みがある35

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
時間外・休日労働が遅くとも
80時間を超えた時点で、これ
までの勤務実績から当月の時
間外・休日労働が100時間以上
になることが見込まれる医師
を把握できるルールやマニュ
アル及び対象医師のリストの
資料が確認できれば○

・新規の評価は把握する仕組
みがわかる資料が確認できれ
ば○
・更新時の評価は該当する記
録まで確認できなければ×

更新時の評価は100時間以上の
対象医師のリスト等がない場
合は評価保留とする

遅くとも80時間を超えた時点
で把握する仕組みが確認でき
なければ評価保留とする

医師に係るタイムカード、IC
カード、パソコンの使用時間
の記録、勤怠管理表、勤怠管
理システムの記録（月の時間
外・休日労働が80時間超だっ
た医師に係るもので直近月の
サンプル３例）
勤怠管理の方法を示す資料
（マニュアル等）
面接指導の実施方法等を示す
資料（マニュアル、内部規
定）
（更新時の評価の場合）100時
間以上の対象医師のリスト等

必須項目



月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する仕組みがある42

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
月の時間外・休日労働が155時
間を超えた時点で管理者また
は労務管理責任者が対象医師
を把握し、所属⻑と勤務計画
管理者に通知するルール、マ
ニュアル等及びその記録の資
料が確認できれば○

・新規の評価は把握する仕組
みがわかる資料が確認できれ
ば○
・更新時の評価は実際の時間
外・休日労働時間数の記録ま
で確認できなければ×

左の資料がない場合は評価保
留

タイムカード、ICカード、パ
ソコンの使用時間の記録、勤
怠管理表、勤怠管理システム
の記録（月の時間外・休日労
働が155時間超だった医師のも
ので直近月のサンプル３例）

勤怠管理の方法を示す資料
（マニュアル等）

必須項目



衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されている44

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
50名以上の事業場は、直近３
か月分の衛生委員会の開催実
績と直近開催回の議事次第・
議事録等の資料が確認できれ
ば○

50名未満の事業場は法による
衛生委員会の設置義務はない
ため、50名未満であることが
資料から確認できれば○

50名未満の事業場で衛生委員
会が月に１回以上開催されて
いなければ評価保留とする

衛生委員会の運営規定・議事
次第・議事概要（直近３か月
分）

事業場毎の労働者数がわかる
資料

必須項目



医師に対する健康診断の実施率46

評価のポイント 保留になりうる事項 確認資料例
実施率が100％であること、又は、
実施率が100％でない場合に実施
されなかった理由や受診勧告をし
たことが資料から確認できれば○

100%にならない正当な理由例
・何らかの理由で休業・休職・退
職となった
・本人が著しい拒否を示した 等
⇒上記の理由で100%に満たない
場合は評価のコメント欄に記載

左の資料がない場合は評価
保留

健康診断の対象者及び受診者
のリスト（直近の健康診断時
のもの）

健康診断を受けなかった医師
がいる場合はその理由が記録
された資料（直近の健康診断
時のもの）

定期健康診断結果報告書（直
近報告時のもの/50人以上の事
業場の場合）

必須項目



２ 医療機関における今後の対応(時短計画の作成)
（１）クリアが必須な１８項⽬について
（２）評価センター受審の流れ

ア 留意事項
イ 受審手順

30



31
令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋

評価項⽬数と分類

評価センターでは、評価
項目を満たしているかが
審査されます。

新規提出の際の
時短計画の評価項目は
全部で76

そのうち
必須項目は18、
アウトカム項目は４
あります。



32
令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋

全体評価の仕方 ②必須以外の項目
の達成度も含めて
審査し、１〜４の
定型コメントのい
ずれかで、全体評
価が示されます。

③4ー1、4ー2の場合は、中間報告
となります。90⽇間のうちに改善
を⾏って頂く必要があります。

①必須18項目を達成したことを示す書類
が揃わないと審査申請できません。

【注意】中間報告
となった場合、通
常の審査期間の目
安４か月に加えて
90⽇(３ヵ月)
かかる可能性があ
ります。
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アウトカム項⽬について

令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋

評価項目79、80、81、82は、時間数、⼈数、割合を定量的に評価する項目です。
前年度と⽐べて量が減少していれば、評価が○となります。

アウトカム項目は必須項目ではありませんが、時間数や⼈数等を把握する仕組みを整備し、
前年度から減少していることが確認できる資料を作成する必要があることにご留意ください。



２ 医療機関における今後の対応(時短計画の作成)
（１）クリアが必須な１８項⽬について
（２）評価センター受審の流れ

ア 留意事項
イ 受審手順

34



35

評価受審手順（医療機関用）
○評価センターホームページへ掲載されている、下記資料を基に

説明します。
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評価受審手順（医療機関⽤）より抜粋

評価センター受審の流れ
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①指定⽔準の確認

評価受審手順（医療機関⽤）より

○まずは、
・医療機能
・対象医師の時間外・休⽇労働時間

を確認し、指定を受ける水準を決定します。
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②医師労働時間短縮計画の作成

評価受審手順（医療機関⽤）より

○医師労働時間短縮に向けた取組の検討・実施を⾏い、
令和６年度（2024年４月）以降の医師労働時間短縮計画の案を策定して
ください。

➡必須18項目のクリアを最優先で⾏ってください。

解説集(項目ごとに評価のポイントを記載したもの)が、
評価センターのホームページに掲載されているため、
ご参照ください。
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③評価受審申込

①評価センタートップぺージから「評価受審手続きについて」をクリックします。
②「すぐに評価受審申込をする」をクリックします。

②
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③評価受審申込

③「医療機関勤務環境評価センター 審査申込」フォームにて、必要事項を⼊⼒し、
申込を⾏います。

受審⽤メールアドレスには、
Googleアカウントのメールアドレス（Gmail）※
を記⼊します。

※あらかじめGoogleアカウントを取得しておく必
要があります。

Googleアカウントの取得方法については評価
手順（P.4）をご覧ください。



41

フォーム送信の完了後、数⽇のうちに評価センター事務局から評価受審用の資料作
成と審査料⽀払いの依頼メールが届きます。

受審料33万円については、
請求のメールを受信した⽇の翌月末までに支
払うこととなります。

詳しくは評価手順（P.7）をご覧ください。

④審査料の⽀払い
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⑤自己評価の実施
評価受審申込後に、評価センターから、評価システムへのログインURLが送付され
ます。
評価システムにログインすると、受審⽤のフォルダにアクセスできるようになり、
基本情報・自己評価シートを編集できるようになります。

ログインURLにアクセス時のGoogleアカウン
トの状況によって、対応するログイン手順が
異なります。

基本情報・自己評価シートは
ログインURLのメール受領後、
30⽇以内に評価システムへの⼊⼒を完了する
必要がありますので、ご注意ください。

詳しくは評価手順（P.8~12）をご覧ください。
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⑤自己評価の実施
①「基本情報・自己評価シート」ファイルの「基本情報シート」を作成します。

シートはブラ
ウザ上で開い
て編集してく
ださい。
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⑤自己評価の実施
■「基本情報・自己評価シート」様式

評価項目が1〜88まで縦に並んでいます（必須項目は着色されています。）

①自己評価の記⼊ ②取組状況の記⼊ ③その項目を満たすこと
を示す資料の添付
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⑤自己評価の実施

「自己評価」欄には、評価項目ごとの達成状況に応じて自己評価を選択します。
①自己評価の記⼊



46

⑤自己評価の実施

[取組状況]欄には、評価項目ごとに医療機関内の取組状況を記載します。

□評価項目を達成している場合
➡取組状況を具体的に記載します。

□ 未達成だが具体的な実施時期を定め検討を⾏っている場合
➡今後の計画を具体的に記載します。
（この場合、医師労働時間短縮計画にも記載してください）

□現時点で具体的な検討や取組を⾏っていない場合
➡その旨を記載します（[未実施」、「未達成」など）。

詳しくは評価手順（P.16）をご覧ください。

必須項目に該当する項目
は、申請時点で評価項目
の内容を達成しているこ
とが必要です。未達成の
項目が一つでもあれば、
評価申請を⾏うことがで
きません。

②取組状況の記⼊
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⑤自己評価の実施

【補足】
評価項目の内容をまだ実施していない場合など、
提出する確認資料が存在しない場合は「提出資
料なし」欄に☑を⼊れます。

自己評価が未達成の場合を除き、実施状況を説明する資料ファイルの添付（確認資
料）が必要です。

※令和６年度からの医師労働時間短縮計画の案は、必ず提出します。
※各項目の確認資料例は 「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関する

ガイドライン（評価項目と評価基準）解説集」を参照してください。

詳しくは評価手順（P.17~29）をご覧ください。

③確認資料の添付
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⑤自己評価の実施

詳しくは評価手順（P.30~31）をご覧ください。

内容が確認できたら、申請ボタンを押し、申請完了です。

※評価受審⽤の資料作成の依頼メールが届いてから、
30⽇以内に「基本情報・自己評価シート」を完成させ、
評価システムへ⼊⼒する必要があります。

それ以降に、医療機関側から申請内容を変更して評価を受けたい場合は、
別途審査料がかかるというイメージになります。
30⽇以内に⼊⼒ができる目途が⽴ってから申請するようにしてください。

（申請完了後も引続き評価システムから「基本情報シート」「自己評価シート」を
閲覧することは可能ですが、医療機関側からは編集することができなくなります。)
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⑤自己評価の実施

詳しくは評価手順（P.31,32）をご覧ください。

評価手続きに⼊る前に、提出された基本情報・自己評価シートに以下のような不備
が認められた場合、評価センター事務局から医療機関へ内容確認の連絡が⼊ります。

【不備の内容例】
• 「基本情報」項目に極端に大きい又は小さい数値が記⼊している（延数と平均数の誤り）
• ［取組状況］欄に記⼊した内容に対応した資料が添付されていない（又は確認できない）
• 「取組状況」の根拠として示された資料ファイルのどこに該当するかわからない
• 「資料の該当箇所」として示された資料の中に該当する記載がされていない
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⑥評価の実施
評価センターのサーベイヤーによる調査結果報告を基に、審査部会、評価委員会な
どを通して評価結果が決定されます。

令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋
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⑦中間報告
以下の場合、評価センターでは一旦評価を中断し、医療機関に対して、サーベイ
ヤーの助言ともに該当項目の達成に向けた取組の実施を依頼します。

医療機関は
90⽇以内に改善の取組を
⾏い、該当する評価項目
の改善結果を⼊⼒し、必
要な資料を添付したうえ
で、再度評価を受ける必
要があります。

詳しくは評価手順（P.33）をご覧ください。

■必須項⽬（労働関係法令及び医療法に規定された事項）が未達成の場合
■現時点の取組状況に改善の必要有、かつ今後の取組予定も⾒直しの必要有の場合
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⑧評価結果の通知
最終的に、「評価結果報告書」が医療機関へ通知されます。
都道府県へ特例水準を申請する際には、この書類の添付が必要です。

令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋

全体評価

指摘事項・助言等



53

勤改センターで⽀援できること

令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋

○全体評価は、以下の３つで⾏われます。

○評価センターへ申請する前に、上記についてご相談がある場合、対応できる限
り、当センターでも、解説集に基づいた確認・助言を⾏います。

○評価が「4-1」または「4-2」に確定した場合、対応できる限り、評価センター
と連携して支援を⾏います。

※令和５年４月の受審期限に近づくにつれ、勤改センターの支援申込が集中する
ことが予想されます。早期のご相談をお勧めいたします。

①必須項目のクリア
②必須以外の項目の取組
③必須以外の未取組項目の時短計画策定



周知事項
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神奈川県医療勤務環境改善⽀援センター（神奈川県 健康医療局 医療課内）

（受付時間） 平日8時30分から17時15分

（専用電話） 045-664-2522 
（FAX） 045-210-8858                                                   

(メール)ouhuku-ishikakuho@pref.kanagawa.lg.jp

医療労務管理相談コーナー（受託者︓株式会社タスクールPlus）

（受付時間） 平日9時から17時
（専用電話） 045-326-6947
（FAX） 045-326-6967
(相談申込フォーム) https://task-iryo.com/kanagawa/
(メール)kanagawa@task-iryo.com

センター問合せ先

mailto:ouhuku-ishikakuho@pref.kanagawa.lg.jp
https://task-iryo.com/kanagawa/
mailto:kanagawa@task-iryo.com
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評価センターに関する 問合せフォーム

令和４年度 厚⽣労働省 アドバイザー研修会 資料３より抜粋

○評価センターは第３者機関（⽇本医師会）が受託しています。
お問合せは、評価センターホームページの問合せフォームからのみ、受け付けています。



C2審査・申請ナビ （C-２⽔準申請する場合）

○10⽉31日〜受付開始

○令和４年度の申請締切は
1⽉10日（火）正午まで

○評価センターの評価と同
様、都道府県への水準指定
申請前に受審する必要有。

57

C2審査・申請ナビホームページURL︓https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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動画も
あります。

C2審査・申請ナビホームページURL︓https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

C－２⽔準 審査申請の説明資料 のダウンロード
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○県では、各医療機関がどの水準を目指しているか等について、
ウェブ調査により意向の把握を⾏っています。

○把握した内容については、地域ごとに確認し合う場において、
活⽤させていただきます。

○場合により、議論の内容を踏まえ、目指す水準について再検討
していただく必要が⽣じる可能性があります。

各医療機関の皆様がウェブ調査へ回答頂いた内容（医療機関名含む）を
もとに、地域における議論を⾏っていきます。今後の救急医療体制の検
討に必要な内容ですので、回答のご協⼒をお願いいたします。

ウェブ調査の実施と、結果の活用について
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期間︓令和４年12月〜令和５年９月（暫定）
対象︓県内医療機関
回答時期︓月１回（毎月14⽇までに現況を⼊⼒）
回答方法︓下記マイページから回答フォームへアクセスし、⼊⼒。

（ID及びパスワードは、対象医療機関あて、11月29⽇以降にメールまたは郵送により通知）

「神奈川県 医師の働き方改革ウェブ調査」マイページURL（※全医療機関共通）
https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/49ae0802b40ff2583b3eb5670df1f6137f39aeb824b36e4c858895062b673be7#/

回答のご協⼒を
お願いいたします。

ウェブ調査の概要と回答方法

【神奈川県 医師の働き方改革ウェブ調査】

https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/49ae0802b40ff2583b3eb5670df1f6137f39aeb824b36e4c858895062b673be7#/
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ウェブ調査項⽬

【主な調査項⽬】
・勤務実態の把握状況
・特例水準相当医師の有無
・⾮常勤で派遣されて、夜間・休⽇の宿⽇直業務を⾏う医師の有無
・上記医師の引き上げの可能性、診療機能への影響の有無
・宿⽇直許可の取得・申請状況
・特例水準申請⾒込
・時短計画作成状況

【令和５年１⽉から追加する調査項⽬】
・特例水準相当医師の⼈数

○令和５年１⽉からの追加項⽬もあります。既に12⽉分の回答をいただいている
医療機関も含め、引続き、⽉１回の回答にご協⼒をお願いします。
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単位
（％）

系列病院名 1860時間超 B 連携B A
X 17 16 17 50
Y 23 3 23 51
Z 20 12 18 50
ZZ 12 12 17 59

（参考）県内医療機関の取組み例①

【医師の勤務実態把握例】

特例⽔準相当医師を数値（割合、人数等）で把握し、労働時間短縮幅等を
みきわめ、⽬指す⽔準を設定し、必要な準備、取組を進めてください。

勤務環境改善の取組み
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（参考）県内医療機関の取組み例②

【県内医療機関で現在実施されている、取組み例】

・週1回公休取得の方針を提示する
・主病院の宿⽇直許可取得の検討と申請、外勤先の宿⽇直許可の状況の確認
・柔軟な勤務制度の検討（オペがない⽇の早期帰宅など）
・救急診療体制（ERや内科・外科の病院当直体制など）の検討
・自己研鑽ガイドラインの提示
・研修医の勤務時間管理

本セミナーの内容も参考に、勤務環境改善に係る取組みを検討・実⾏して
ください。不明点がある場合は、医療勤務環境改善⽀援センター（P55）
へご相談ください。
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神奈川県からの説明は以上です。


